
別紙１０

番号 原告の主張 Ａ事件被告ら及び補助参加人の主張 裁判所の判断

　エアコンや湯沸かし器等、大半の床
下浸水被害家屋で被害が生じている一
般的な設備機器については、機種が非
常に多く、被害者ごとにそれぞれ異な
るものである。そこで、原告は、設備
機器の定格能力（kw）に応じた一律の
単価を設定した上で耐用年数に基づい
た賠償を行った。
　単価の設定にあたっては、損失補償
額の算定に用いられる近畿地区用地対
策連絡協議会（近畿用対連）作成の建
物補償標準単価一覧表を引用した。

　近畿用対連作成の補償標準単価表に
は、金額の根拠が記載されておらず、
このような単価表から算出した賠償額
は合理性がない。単価表の金額が市場
価格に比べて著しく高額であること
は、原告の算定額が被害者の申告額を
大きく上回っていることからも明らか
である。

　原告は近畿用対連作成の平成２５年度「補償標準
単価表（建物・工作物編）」（甲１１１）を基に基
準（別紙５－２）を作成して単価を設定したとこ
ろ、同単価表は、用地補償算定業務を行うにあた
り、適正かつ公平な損失補償金額の算定を円滑に行
う目的で、補償項目ごとに算定方法、標準歩掛及び
単価を示すものであり、多数の者に対する賠償額算
定事務を円滑に行うためのものである。原告は、多
数の被害者らに対する賠償を円滑に行う必要があっ
たのであり、原告が上記基準を利用することは合理
的であったといえ、原告が算定した賠償額を相当な
ものと認める。
　なお、被告らは、番号４４の被害者について、エ
アコンの被害者申告額が１５万円であるにもかかわ
らず、単価表単価３２万５２００円を適用している
と指摘するが、必ずしも全員の被害者が被害額を明
記して申告をしているわけではないことからすれ
ば、一律に原告の定めた上記基準を適用したことが
不当とまではいえない。

　原告は、電気温水器、業務用エアコ
ン、エコキュート、冷蔵庫について
は、メーカー小売希望価格から減価償
却した額を被害者に対して賠償した。

　流通価格を基準とすべきである。
　上記１に記載のとおりの状況の下で、原告がすべ
ての商品についての流通価格を調査するのは困難で
あり、原告の賠償額が不合理なものとはいえない。

　被害者から被害申告があり、被害者
が本件浸水事故後に購入したものは、
被害者が本件浸水事故により購入した
ものと認定した。物品の被害状況写真
が無い場合であっても、本件基準に従
い、賠償した。

　具体的な証明がされていない。

　例えば番号４０８の被害者についてみると、ウィ
スパーシルフ、エアドライヤーが損傷したことの客
観的証拠は見当たらないが、いずれも床に据え付け
る歯科医院用医療機器であって（甲１４０８）、浸
水により損傷したことが合理的に推認することがで
きる。
　一般論としても、被害状況に関する証拠が散逸す
ることはやむを得ないことであり、原告が被害者か
ら提出された相応の資料及び本件基準に基づいて賠
償額を算定している以上、その算定による賠償額を
相当なものと認める。

　床上浸水の場合で積上げ方式により
賠償するときは、被害者による申告額
と原告の算定額を比較し、より低い方
の額を賠償額とし、後者の方が低い金
額であった場合、被害者による申告額
を上限として原告の算定額に１割上乗
せした金額を賠償額とした。これは、
緊急事態に早急な修繕が求められる又
は確実に施工業者を調達するには平常
時より割高な工事費が必要となる状況
であったからである。

　原告は、見積総額と原告の算定総額
を比較して、より低い方の額を賠償額
としているが、損害項目ごとの金額で
比較すべきである。総額で比較する
と、項目ごとに比較したときに切り捨
てられるべき金額も他の項目で賠償額
とされ、不相当である。
　また、被害者の事情は個々に異なる
のに一律１割を上乗せする取扱いをす
ることは不相当である。

　家屋被害を受けた被害者は多数にのぼる上、家屋
の修繕工事における修繕項目も多数にのぼる。それ
ぞれの項目ごとで金額を比較することは、原告にお
いて迅速な賠償を行う必要があった状況下では困難
であり、総額において被害者による申告額と原告の
算定額を比較する方法は合理的なものといえる。
　また、原告の算定額を基礎とした場合に被害者の
申告額を限度に１割を上乗せする対応も、早急な修
繕をする必要があることや、多くの被害者がいるた
めに修繕業者を確保するためには一定程度金額が高
額になることが予想されるから、合理的なものと認
められる。
　したがって、原告の算定した賠償額を相当なもの
と認める。

　被害物品の修理費、取付費用、設置
費用は、経年減価をすることができな
いから、全額賠償した。

　これらの費用も経年に応じた減価が
されるべきである。

　修理費用、取付費用、設置費用は、対象物件の現
在価値にかかわらず発生する費用であるから、経年
減価をすることは相当でない。
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【家屋、家財・電化製品等について】

別紙９中「エビデンス不十分」とある部分について

別紙９中「単価表単価（市設定単価）を流通価格水準に修正」とある部分について

別紙９中「建物見積精査」とある部分について

別紙９中「経年減価を考慮し減額（修正、控除）」とする部分について

別紙９中「小売価格（カタログ希望価格、見積書単価）を流通価格に修正」とある部分について
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番号 原告の主張 Ａ事件被告ら及び補助参加人の主張 裁判所の判断

　

　中古車が全損となった場合、原告
は、被害車両の本件浸水事故当時の現
在価値について、自動車車検証から型
式、類別区分番号及び初度登録年月を
確認し、平成２５年９月発行分のレッ
ドブックに掲載された同種・同等車両
の中古車価格とした。レッドブックの
中古車価格は過去１０年分までしか掲
載されていないため、被害車両の初度
登録が平成１４年以前の場合は、レッ
ドブックの平成１６年から平成１５年
の中古車価格の減価率を算出し、平成
１４年以前も同じ減価率で年々価格が
落ちていくものとして中古車価格を算
出した。ただし、算定した中古車価格
が新車価格の１割以下となった場合
は、１割の価格を中古車価格とした。
このように、原告は、再調達価額に相
当する額を合理的な算定方法により算
定している。

　本件浸水事故発生時点で初度登録か
ら１０年以上経過している車両につい
ては、新車価格の１割が損害額であ
り、それを超える金額を否認する。

　上記事案にあたる被害者のうち、例えば番号７９
の被害者についてみると、原告が行った同被害者の
被害車両に対する賠償額の算定は以下のとおりであ
る。
　被害車両は平成１３年初度登録のスズキワゴン
Ｒ・ＦＭ－Ｔリミテッドである。同車のカタログに
よれば、過給機はＩＣ付きターボ、新車価格は１１
６万円である。レッドブックには、同じ車種の記載
はないが、類似車両としてスズキワゴンＲ・ＦＳ
ターボが記載されている。その新車販売価格は１１
７万円であり、平成１６年登録の中古車価格は４６
万円、平成１５年登録のものは４２万円である。平
成１６年から平成１５年の減価率は０.９１３（４２
万円÷４６万円）で、平成１３年まで同じ減価率で
計算すると３５万円となる（４２万円×０.９１３×
０.９１３）。３５万円は新車価格１１７万円に対し
て２９.９％の金額にあたる。被害車両の価値も、新
車価格１１６万円に対する２９.９％の金額であると
考えて算出すると３４万７０００円となる。（甲１
０７９）
　このような原告の算定方法は、被害車両の現在価
値を可能な限り正確に算定しようとしたものであ
り、合理的なものといえる。
　したがって、原告は上記事案に該当する被害車両
それぞれについて同様の算定方法で算定したものと
考えられるから、原告が算定した賠償額をいずれも
相当なものと認める。

5

初度登録から１０年以上経過している車両の事案

被害者から車両購入時の注文書等の提出を受けた事案

【車・バイクについて】

　上記事案にあたる被害者のうち、例えば番号２２
７の被害者の被害車両についてみると、原告が賠償
額を算定した方法は以下のとおりである。
　同被害者からは車両購入時の注文書が提出され
た。これによれば、被害車両は平成２５年７月初度
登録のトヨタノア・２ＷＤ・Ｘスペシャルエディ
ションであり、車両本体価格２３２万円から２２万
円の値引きを受け、、メーカーオプション価格４８
万３０００円、付属品価格１５万４４６０円を加算
した合計２７３万７４６０円（税込み）が購入時価
格である。
　レッドブックには同じ車種の記載はないが、類似
車両としてトヨタノア・Ｇが記載されている。その
新車販売価格は２５７万１０００円で、平成２４年
登録の中古車価格は２０３万円であり、これは新車
販売価格の約７９％の金額にあたる。被害車両の新
車販売価格を購入時価格の税抜き価格に設定し（２
７３万７４６０円÷１.０５≒２６０万７０００
円）、上記類似車両の価値残存率を踏まえて１年の
経年減価で５４万７０００円減額すると考える（２
６０万７０００円×（１－０.７９））。被害車両の
初度登録年月が平成２５年７月であるから、本件浸
水事故までの２か月について経年減価すれば９万２
０００円の減額となる（５４万７０００円÷１２か
月×２か月）。この金額を購入時価格（税抜き）か
ら減額し、被害車両の現在価値は税抜き２５１万５
０００円、税込みでは２６４万０７５０円となり、
この価格を賠償額とした。（甲１２２７）
　このような原告の算定方法は、被害車両の現在価
値を可能な限り正確に算定しようとしたものであ
り、合理的なものといえる。
　したがって、原告は上記事案に該当する被害車両
それぞれについて同様の算定方法で算定したものと
考えられるから、原告が算定した賠償額をいずれも
相当なものと認める。

　被害車両購入時の注文書等を提出し
た被害者の車両損害額について、同注
文書記載の新車価格からの減価償却値
とレッドブック記載の装備品（カーナ
ビ）加算額の合計額とし、それを超え
る金額を否認する。

　
　原告は被害者から被害車両購入時の
注文書等が提出された場合、被害車両
の固有性を踏まえて再調達価額を算定
することが可能になるため、当該注文
書に記載された車両本体価格、オプ
ション価格及び付属品価格の金額に基
づき、経年減価を考慮して賠償額を算
定している。原告が算定した金額が相
当である。

6
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番号 原告の主張 Ａ事件被告ら及び補助参加人の主張 裁判所の判断

　上記被害者の被害車両は、複数の車
種・仕様車があり、レッドブックから
直接に本件浸水事故当時の被害車両の
中古車価格を把握できなかった。その
場合、原告は、レッドブック掲載の類
似車の情報、すなわち駆動方式や排気
量が同じモデルの車種の新車販売価格
及びオプション価格、経年減価率を利
用して、被害車両の初度登録年度に対
応する中古車価格を算出し、被害車両
の損害額とした。

　別紙８中「別紙１０との対応番号」
欄の７に丸が付されている被害者の車
両損害について、レッドブック掲載の
時価分を超える金額を否認する。

　上記５及び６の裁判所の判断で示したとおり、原
告は、レッドブックに被害車両と同車種のものの記
載がない場合、類似車両を参考にして被害車両の損
害額を算定し、これを賠償額としている。
　このような原告の算定方法は合理的なものと認め
られるから、上記事案に該当する被害車両それぞれ
について、原告が算定した賠償額を相当なものと認
める。

　
　原告は、商用車も普通車と同様に
レッドブックを利用し被害車両の初度
登録年月に応じた中古車価格を算出し
て賠償額とした。

　被害車両が商用車で、商用車の法定
耐用年数を経過している場合、新車販
売価格の１０％で算出すべきであり、
それを超える金額にかかる賠償額を否
認する。

　被害車両が商用車で、税務上の法定耐用年数が経
過していたとしても、被害者に生じた損害額を算定
するにあたっては、同種・同等の車両の中古車価格
をもって損害額とすべきであり、これはレッドブッ
クを利用して算出することが可能である。
　原告は商用車か否かにかかわらず、レッドブック
を利用して被害車両の損害額を算定しているから、
上記事案に該当する被害車両それぞれについて、原
告が算定した賠償額を相当なものと認める。

　被害者が修理や買替えのために消費
税相当額の支出を余儀なくされる以
上、消費税相当額の損害の発生を否定
することはできない。

　消費税相当額は、通常、損害として
認められていない。

　本件浸水被害が生じた車両の修理や買替えのため
には消費税の支出を必ず伴うものであるから、原告
が賠償額を算定するにあたり、消費税相当額を賠償
額に含めることは相当なものと認められる。

　
　原告は、被害者が合理的に提出可能
な程度の根拠資料を確認した上で賠償
を行ったものであり、原告が算定した
金額は相当である。

　車・バイクの装備及び車載品の賠償
額について、被害者による具体的な証
明は不十分である。

　原告は、被害者らの車・バイクの装備及び車載品
にかかる損害について、多くの場合、本件基準に基
づき、車につき６万２６００円、バイクにつき１万
３０００円を賠償し、被害者から具体的な資料の提
出を受けた場合には同資料に基づき積算した（別紙
８のウ１０欄参照、弁論の全趣旨）。
　迅速な賠償を行う必要がある状況下で、被害車両
の装備及び車載品について一台一台確認することは
現実的ではない上、被害者に対して損害額の厳密な
立証を求めることも困難である。そのため、通常想
定される装備及び車載品とその金額を定めた上で、
その範囲にとどまる場合には同金額の賠償をし、被
害者からこの金額を超える被害申告があった場合に
は、被害者から提出を受けた資料を確認した上で賠
償額を算定するという原告の対応は合理的なものと
認められる。

車・バイクの装備及び車載品について

8

9

10

レッドブックから直接に本件浸水事故当時の被害車両の中古車価格を把握できなかった事案

商用車の事案

全損の場合の消費税相当額について

7
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番号 原告の主張 Ａ事件被告ら及び補助参加人の主張 裁判所の判断

原告は、被害者に対して、エアコンの
賠償として、2万8434円を支払った。

エアコンが損傷したかどうか不明であ
る。

本件浸水事故によってエアコンの室外機が損傷した
ことを推認することができ、原告の賠償が不合理な
ものであったとはいえない。

　
　原告は、建物、家財・電化製品等の
損傷の賠償として、５９３万１８９８
円を支払った。

　家屋、家財・電化製品等の損害につ
いて、罹災証明や写真などがなく立証
不十分であり、全額を否認する。

　被害者は、全労済から、高さ４０㎝未満の床上浸
水の被害を受けたとして、住宅及び家財に関する風
水害等共済金等合計３０５万５０００円を受領して
おり（甲１３７１・２３頁）、原告は、そのことを
確認したため、罹災証明や写真等を損害算定のため
の資料として収集しなかった（弁論の全趣旨）。し
たがって、被害者はその家屋及び家財・電化製品等
に損害を被ったと認められる。

　原告は、被害者に対し、商品損害と
して３９４万９３６９円を賠償した。

　消費税分１８万８０６５円を否認す
る。

　本件浸水被害が生じた在庫商品を再調達するため
には消費税の支出を必ず伴うものであるから、これ
を含めて賠償額とすることが相当であり、原告が算
定した賠償額を相当なものと認める。

原告は、被害者に対して、家屋の損傷
に対する賠償として、29万0850円を支
払った。

賠償額は防蟻工事の代金であるとこ
ろ、そのような工事は必要がない。

本件浸水被害の前に防蟻措置がとられていたのであ
れば、防蟻工事も原状回復のために必要な工事であ
り、原告の賠償が不合理なものとはいえない。

　原告は、被害者に対し、貸ガレージ
の減収について３か月分３９万円の賠
償をした。

　全額を否認する。

　被害者は貸ガレージを経営しており、本件浸水事
故後、同ガレージの契約者のうち１４名が解約をし
た（うち１１名は平成２５年９月中に解約、うち３
名は同年１０月中に解約）。
　原告は、解約者が車両を買替えて契約復帰するま
でに通常要する期間は３か月間が妥当であるとし
て、同年１０月から１２月までの間の契約料３９万
円（月額１万円、１１名・３か月分＋３名・２か月
分）を営業損失にかかる賠償額と算定した（甲１４
６４）。
　原告の上記算定過程は合理的なものであるから、
原告が算定した賠償額を相当なものと認める。

　原告は、被害者に対し、眼鏡店の設
備備品に関する損害として２４２万５
６０１円と評価し、被害率０．３４３
を乗じた額を支払った。

　被害品の価格は被害者が加入してい
た損害保険会社の損害保険登録鑑定人
が当時現地調査をして算定した被害物
品総額２３２万８０００円を基礎にす
べきである。

　眼鏡小売店を営む被害者は、その設備備品に関す
る賠償額の算定にあたり、原告は、同被害者の平成
２４年分所得税青色申告決算書の「減価償却費の計
算」部分に記載された未償却残高のとおり、エアコ
ンにつき２４万２０４９円、「ルネッタ３９」につ
き４５万円、「オートレンズメーターニデック」に
つき１４万６２５０円、「ニデック」につき１５８
万７３０２円（合計２４２万５６０１円）の現在価
値があると認めた（甲１４６８・３６、４７頁）。
　他方、被害者が加入していた保険会社の鑑定人
は、設備備品の損害額を２３２万８０００円と算定
したが、その対象となった備品は原告が賠償対象と
した備品のいずれも含まれていない（甲２４６８・
３３、３４頁。なお、備品項目名にニデックは挙げ
られているが購入年月が上記決算書のものと異な
る）。
　したがって、原告が算定した賠償額を相当なもの
と認める。

【個別の被害者について】

番号４６８の被害者について

11

番号４６３の被害者について

11

番号３０８の被害者について

番号４３６の被害者について

11

11

11

11

番号４６４の被害者について

番号３７１の被害者について
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番号 原告の主張 Ａ事件被告ら及び補助参加人の主張 裁判所の判断

　原告は、被害者に対し、建物の周辺
部についての応急対策費（雑費・水道
代・清掃費）として、8万2500円を支
払った。

　具体的な証明がない。

被害者は、建物１階をバレエ教室に賃貸しており
（甲１４９０）、賃借人に使用収益させる義務の履
行として、清掃を行ったのであり、原告の賠償が不
合理なものであったとはいえない。

　原告は、被害者に対し、営業用機材
の賠償として、３３４万３６５４円を
支払った。

　１９８万３８３５円が相当額であ
る。

　被害者は、漬物屋を営業しており、本件浸水事故
により、漬物用の機械、業務用エアコン、ルームエ
アコンが損傷したところ、原告は、見積等に基づい
て賠償額を決めており（甲１５０４）、原告の賠償
額が不合理なものとはいえない。

　原告は、被害者に対し、休業損害と
して１４万７４６３円を支払った。

　休業損害としては、１２万６０７５
円が相当である。

原告は、被害者が床上浸水の被害を受けたことから
休業日数を６日と認定し、被害者の確定申告書から
損害項目を割り出して賠償額を決定しているのであ
り（甲１５１８）、原告の賠償額が不合理なもので
あったとはいえない。

　原告は、被害者に対し、商品損害と
して２２万２８６２円を賠償した。

　賠償額のうち、消費税分１万０６１
２円を否認する。

　本件浸水被害が生じた在庫商品を再調達するため
には消費税の支出を必ず伴うものであるから、これ
を含めて賠償額とすることが相当であり、原告が算
定した賠償額を相当なものと認める。

　原告は、被害者に対し、家屋損害と
して１９４７万５５２９円を支払っ
た。

　原告の工事代金見積は、５１６万８
７８５円について過大である。

　原告は、賃貸アパートを経営しており、本件浸水
事故により、１階７部屋すべてについて改装工事が
必要となった（甲１５２６）。被告らは、解体処分
工事、電気設備工事等の見積りが過大であると主張
するが、コンサルタント会社の見積りに基づく原告
の賠償額を不相当とするまでの事情は見当たらな
い。

　原告は、被害物品の品番・型式に基
づき販売価格が８４万円であることを
確認し、経年減価を踏まえて減価率
０.４６を乗じ、消費税を加えた４０
万５７２０円を賠償額とした。原告が
算定した金額は相当なものである。

　賠償額の一部（８万３７２０円）を
否認する。被害申告額である７０万円
を基準とすべきである。

　原告は、コピー機の品番・型式に基づき平成２２
年１１月の発売当初の販売価格が８４万円であるこ
とを確認し、これを基に耐用年数５年に対して３年
が経過したものとして経年減価した上で、消費税を
加算して４０万５７２０円を賠償額と算定した。
（甲１５３７・２０６～２１０頁）
　被害者は、取得価格が７０万円であると申告する
とともに、取得時期は平成２３年５月であると申告
している（甲１５３７・２６１頁）。そうすると、
同被害者の申告価格を基に、取得時期から本件浸水
事故に至るまでの約２年の経年減価をするのか、原
告が算定したように発売当初の販売価格から３年の
経年減価をするのかで大きな差は生じない。
　したがって、原告が算定した賠償額を相当なもの
と認める。

　原告は、被害者が賃貸していた物件
の入居者が欠けていた期間（１４３日
分）を賠償することは相当であると判
断し、賃料相当額合計３５万５６４５
円を賠償した。

　本件浸水事故と被害者の休業との因
果関係を否認するものと解される。

　被害者は、その所有建物を賃料７万５０００円で
賃貸していたところ、賃借人が平成２５年１０月３
１日に退去し、平成２６年３月２４日に新しい賃借
人が入居した（甲１５３８）。建物の改修工事の必
要のために、旧賃借人が退去したと推認することが
できるので、因果関係は認められる。

　原告は、被害者に対し、家財、電化
製品等の損傷の賠償として、４９４万
４６３４円を支払った。

　原告は、ノートパソコン２台、カメ
ラ２台、エルメスバッグ２個（バッグ
の合計価格２１２万円）などについて
も賠償しているが、被害者宅は床上３
０㎝の被害であり、これらの物品価格
の合計２７６万９６７８円を否認す
る。

　被害状況の調査の際、クローゼットの棚の下段に
は衣類が雑然と置かれ（甲１５３９写真６１）、床
の間には電子機器が置かれ（写真１６）、洋室の床
に雑多な物が置かれていた（写真５８）状況からす
れば、被害申告された物が本件浸水事故の際に床に
置かれていた可能性は否定できないし、被害状況の
調査が本件浸水事故から９か月後である平成２６年
６月１７日に実施されたことからすれば、被害者が
被害品の状況を保全していなかったこともやむを得
ないといえ、被害者の申告に従って行った原告の賠
償が不合理なものとはいえない。

11

番号５１８の被害者について

番号５７４の被害者について

11

番号５２６の被害者について

11

番号５３９の被害者について

番号５３７の被害者について

番号５２１の被害者について

11

11

番号５０４の被害者について

11

11

11

11

番号５３８の被害者について

番号４９０の被害者について
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　原告は、被害者に対し、Ｔシャツ及
びタフレックスジャケット損傷に対す
る賠償として、４９万８１７０円を支
払った。

　証拠不足である。

　クラッシックバレエの教室を営む被害者は、生徒
に販売するためのバレエシューズ等のバレエ用品を
教室内に保管していた。被害状況の調査の際、Ｔ
シャツ及びタフレックスジャケットの現物は示され
ていないが、これらのものを被害者がバレエ教室内
で保管していたことはバレエ用品の販売店から送付
された請求書により推認することができる（甲１５
７４・３５９～３６１頁）。

　原告は、被害者に対し、休業損害と
して８４万２７２２円を支払った。

　３万１７２３円について否認する。

　補助参加人の査定においても、営業損害は８４万
２７２２円とされており（丙４２・損害算定資料
（休業損害調査報告書）１５頁）、当事者間に争い
がない。原告の明細書（甲１５７４・４頁）におい
て、在庫被害額を６６万６１８３円とすべきところ
を（同３３９頁）６３万４４６０円と誤記をしたこ
とにより認識の齟齬が生じたと解される。

　原告は、被害者に対し、建物修繕費
用として４２２４万５４０２円を支
払った。

　建物修繕費のうち１４５４万６６４
９円について否認する。

　番号３と同じである。

　原告は、被害者に対し、仏壇の修繕
費用として５３０万６７００円を支
払った。

　経年減価９０％を考慮すべきであ
り、５０５万４０００円（税抜価格）
から引取費用２０万円を控除した４３
６万８６００円に消費税を加えた４５
８万７０３０円について否認する。

　仏壇は、家族代々で受け継がれるものであり（当
該仏壇も少なくとも祖父の代から使われていた。甲
１６１１・５６８頁）、古くなれば買い替えるとい
うものではなく、経年減価を適用すべきものではな
い。修繕費用は、当該仏壇の購入先であり、メンテ
ナンスも行っていた仏壇製作会社による見積りによ
るものであり、他の２つの仏壇製作会社から相当額
である旨の意見を聴取しており（甲１６１１・５６
９、５７２頁）、原告の賠償額は相当といえる。

　原告が、別紙６「賠償額」欄記載の
とおり、上記番号の各被害者に対して
賠償した。

　いずれも不知
　甲１６１３、１６１６、１６１７、１６２５～１
６２８によれば、原告の主張のとおりの賠償がされ
たと認められ、その金額も相当なものと認める。

番号６１１の被害者について

11

番号５８９の被害者について

【建物損傷に対する賠償額について】
　建築会社である被害者は、注文住宅である被害物
件の施工中に本件浸水事故に遭った。引渡日までに
早急に改修する必要があり、１階床、壁、外壁サイ
ディングの張替え、ユニットバス、洗面化粧台、
ウォシュレット一体型便器の取替えが行われた。
（甲１５８４・６～１１頁）
　本件基準によれば、浴室、風呂、便器等について
は賠償対象外となるが、原告は、上記事情を考慮し
て賠償の対象とすることを認めた。
　被害状況の調査時には施工済みであったため、原
告が被害状況を確認することはできなかったが、上
記の事情からすればやむを得ない。
　原告は、見積書記載の施工項目のうち、「桧貼・
鴨居・溝加工」の費用など本件浸水事故と関係しな
いものを賠償対象外として、見積額のうち賠償対象
額は２０４万８７８４円であると定めており、その
算定した賠償額は相当なものと認める。

【応急対策費について】
　原告は、被害者から、本件浸水事故後の１６日午
後３時から午後８時までの間に社員９名で復旧作業
を行ったため、本来行うべき業務が進められなかっ
た旨の被害申告を受けた。上記の事情からすれば、
必要な措置であったと認められる。
　原告の賠償額算定過程に不合理な点が見当たら
ず、賠償額は相当なものと認める。

　建物の被害状況が確認できない。応
急対策費は証拠不足である。

　
　原告は、被害者に対し、建物の損傷
に対する賠償として２０４万８７８４
円を、応急対策費として９万１９９３
円を支払った。

番号５８４の被害者について

11

番号５７４の被害者について

11

番号６１３、６１６、６１７、６２５～６２８の被害者について

11

11

11
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